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違反をするとどうなるの？

青切符の導入で、違反者に前科がつくことなく、実効性のある責任
追及が可能となり、自転車の交通事故の抑止につながっていきます。

妨害運転や、飲酒運転など
重大違反は刑事処分の対象です！
今一度自転車の正しい交通ルールをしっかり
確認しておきましょう。

ルールを守って
安全に利用しよう！
ルールを守って
安全に利用しよう！

計　　　　種類の違反行為が対象となります。113113

こんなことも
違反です

反則金3,000円反則金3,000円

・二人乗り・並進
・ベルの不適切使用など

反則金5,000円反則金5,000円

・イヤホン使用
　（必要な音が聞こえないなどの場合）
・無灯火運転など

反則金6,000円反則金6,000円

・信号無視
・車道の右側通行など

反則金7,000円反則金7,000円

・遮断踏切
　立入り

加古川警察署　079-427-0110　　　加古川市 生活安全課　079-427-9760

自転車の交通違反も

反則金の対象です！

16歳
以上の

2026年4月１日より2026年4月１日より

違反すると重大な事故につながる可能性もある自転車の交通ルール。
安全な利用のために、自転車の一定の交通違反に反則金が科せられる

　　　　　　　　　　　　　 が導入されます。青切符（正式名称：交通反則通告制度）

回
覧


